
労災補償に必要な法定外の保険契約に関する特記仕様書 

 

受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」

（令和元年 6月 14日法律第 35号）に基づき、公共工事等に従事する者の業務

上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険（法定外の労災保

険）へ加入すること。 

 


